
議案第３６号 

  

   平成２９年度基山町一般会計補正予算（第６号） 

  

 平成２９年度基山町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

  

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４，９００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６，９４４，７９３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担すること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  

   平成２９年１１月６日提出 

  

                    基山町長  松 田  一 也 



     (  歳      入  ) (単位：千円)

款 項

17 繰入金 555,613 24,900 580,513

 1 基金繰入金 555,350 24,900 580,250

6,919,893 24,900 6,944,793

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計

第  １  表  　歳  入  歳  出  予  算  補  正



     (  歳      出  ) (単位：千円)

款 項

 2 総務費 1,600,224 678 1,600,902

 1 総務管理費 1,413,785 678 1,414,463

10 教育費 721,556 26,769 748,325

 4 社会教育費 342,554 26,769 369,323

14 予備費 14,010 △2,547 11,463

 1 予備費 14,010 △2,547 11,463

6,919,893 24,900 6,944,793

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計



 

 

第２表       債  務  負  担  行  為 

 

事       項 期       間 限  度  額 

基山町ジビエ解体処理施設指定管理料 平成３０年度から平成３２年度まで ６，０００千円 

基山町合宿所指定管理料 平成３０年度から平成３２年度まで １９，８５５千円 

 


